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一
．
放
射
線
障
害
防
止
法
令 

○
放
射
線
障
害
防
止
法
令
条
項
便
覧 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
ⅰ 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
〔
昭
和
三
十
二
年
六
月
十
日
法
律
第
百
六
十
七
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
一 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
昭
和
三
十
五
年
九
月
三
十
日 

政
令
第
二
百
五
十
九
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
三 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
〔
昭
和
三
十
五
年
九
月
三
十
日 

総
理
府
令
第
五
十
六
号
〕 
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一 

○
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
〔
平
成
十
二
年
十
月
二
十
三
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
〕  

 

‥
‥
‥
‥
‥
四 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
五
号
の
医
療
機
器
を
指
定
す
る 

告
示
〔
平
成
十
七
年
六
月
一
日
文
部
科
学
省
告
示
第
七
十
六
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
二 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
四
号
の
薬
物
を
指
定
す
る
告
示 

〔
平
成
十
七
年
九
月
十
三
日
文
部
科
学
省
告
示
第
百
四
十
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
三 

○
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
こ
と
に
よ
り
放
射
線
を
発
生
さ
せ
る
装
置
と
し
て
指
定
す
る
件
〔
昭
和
三
十
九
年
四
月
九
日 

科
学
技
術
庁
告
示
第
四
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
三 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項
の
工
場
又
は
事
業
所 

を
定
め
る
告
示
〔
平
成
十
七
年
六
月
一
日
文
部
科
学
省
告
示
第
七
十
七
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
七 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
工
場 

又
は
事
業
所
を
定
め
る
件
〔
平
成
三
年
十
一
月
十
五
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
二
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
九 
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○
変
更
の
許
可
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
を
定
め
る
告
示
〔
平
成
十
七
年
六
月
一
日
文
部
科
学
省
告
示
第
八
十
一
号
〕 

‥
‥
‥
‥
四
九 

○
使
用
の
場
所
の
一
時
的
変
更
の
届
出
に
係
る
使
用
の
目
的
を
指
定
す
る
告
示
〔
平
成
三
年
十
一
月
十
五
日 

科
学
技
術
庁
告
示
第
九
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
〇 

○
表
示
付
認
証
機
器
と
み
な
さ
れ
る
表
示
付
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
の
認
証
条
件
を
定
め
る
告
示
〔
平
成
十
七
年 

六
月
一
日
文
部
科
学
省
告
示
第
七
十
五
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
四 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
放
射
性 

同
位
元
素
装
備
機
器
を
指
定
す
る
告
示
〔
平
成
十
七
年
七
月
四
日
文
部
科
学
省
告
示
第
九
十
三
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
七 

○
設
計
認
証
等
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
を
定
め
る
告
示
〔
平
成
十
七
年
七
月
四
日
文
部
科
学
省 

告
示
第
九
十
四
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
二 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る 

告
示
〔
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
六
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
〇 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
〔
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
六
日
総
理
府
令
第
三
十
号
〕 

‥
‥
‥
一
一
三 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る 

告
示
〔
平
成
二
年
十
一
月
二
十
八
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
七
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
一
六 

○
教
育
及
び
訓
練
の
時
間
数
を
定
め
る
告
示
〔
平
成
三
年
十
一
月
十
五
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
六
六 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
記
録
の
引
渡
し 

機
関
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
令
第
十
四
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
記
録
保
存
機
関
を 

指
定
す
る
告
示
〔
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
四
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
七
〇 
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○
講
習
の
時
間
数
等
を
定
め
る
告
示
〔
平
成
十
七
年
七
月
四
日
文
部
科
学
省
告
示
第
九
十
五
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
二
二
九 

○
登
録
認
証
機
関
等
に
関
す
る
規
則
〔
平
成
十
七
年
六
月
一
日
文
部
科
学
省
令
第
三
十
七
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
二
三
六 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
登
録
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
〔
平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日 

国
土
交
通
省
令
第
六
十
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
二
七
二 

○
密
封
さ
れ
た
放
射
性
同
位
元
素
で
あ
つ
て
人
の
健
康
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
定
め
る
告
示 

〔
平
成
二
十
一
年
十
月
九
日
文
部
科
学
省
告
示
第
百
六
十
八
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
三
四
一 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り 

立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
〔
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日 

運
輸
省
令
第
二
十
三
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
三
四
三 

 

二
．
様
式
・
別
表
等 

１
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則 

 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
四
二
五 

２
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令  

 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
六
二 

３
登
録
認
証
機
関
等
に
関
す
る
規
則 

 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
六
五 

４
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件  

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
九
二 

５
設
計
認
証
等
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
を
定
め
る
告
示 

 
 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
九
一 

６
放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る 

細
目
等
を
定
め
る
告
示 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
九
三 
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７
密
封
さ
れ
た
放
射
性
同
位
元
素
で
あ
つ
て
人
の
健
康
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
定
め
る
告
示  

‥
‥
‥
七
一
九 

 

三
．
通
知
等 

○
液
体
シ
ン
チ
レ
ー
タ
ー
廃
液
の
焼
却
に
関
す
る
安
全
管
理
に
つ
い
て
〔
平
成
十
一
年
六
月
一
日
科
学
技
術
庁 

原
子
力
安
全
局
放
射
線
安
全
課
長
〕 

   

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
七
三
七 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
関
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
承
認
等
に
つ
い
て
（
通
知
）
〔
平
成
十
三
年
七
月
十
二
日 

 

十
三
文
科
科
第
二
百
五
十
六
号
〕  

 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
七
四
一 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
関
係
法
令
の 

施
行
に
つ
い
て
〔
平
成
十
七
年
六
月
事
務
連
絡
〕 

 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
七
四
三 

○
陽
電
子
断
層
撮
影
法
に
用
い
ら
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
を
製
造
す
る
放
射
線
発
生
装
置
及
び
合
成
装
置
に
係
る 

安
全
管
理
の
徹
底
に
つ
い
て
（
通
知
）
〔
平
成
二
十
年
三
月
七
日
十
九
科
原
安
第
百
六
十
六
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
〇
七 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
管
理
の
徹
底
に
つ
い
て
（
再
通
知
）
〔
平
成
二
十
年
四
月
九
日
二
〇
文
科
科
第
二
百
二
十
号
〕 

‥
‥
‥
八
〇
八 

○
放
射
性
同
位
元
素
の
輸
送
物
の
表
示
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）
〔
平
成
二
十
年
十
一
月
十
日
二
〇
科
原
安 

第
五
十
二
号
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
〇
九 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
適
切
な
取
扱
い
に
つ
い
て
（
事
務
連
絡
）
〔
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
八
日
文
部
科
学
省 

科
学
技
術
・
学
術
政
策
局
原
子
力
安
全
課
放
射
線
規
制
室
長
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
一
〇 

○
管
理
下
に
な
い
放
射
性
同
位
元
素
等
に
関
す
る
一
斉
点
検
の
実
施
及
び
報
告
依
頼
に
つ
い
て
〔
平
成
二
十
一
年 

十
月
一
日
二
一
科
原
安
第
十
号
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
一
一 
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○
放
射
線
障
害
防
止
法
施
行
規
則
の
改
正
等
に
関
す
る
通
知
の
発
出
に
つ
い
て
〔
平
成
二
十
一
年
十
月
文
部
科
学
省 

科
学
技
術
・
学
術
政
策
局
原
子
力
安
全
課
放
射
線
規
制
室
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
一
二 

○
放
射
線
障
害
防
止
法
施
行
規
則
の
改
正
等
に
つ
い
て
（
事
務
連
絡
）〔
平
成
二
十
一
年
十
月
文
部
科
学
省
科
学
技
術 

・
学
術
政
策
局
原
子
力
安
全
課
放
射
線
規
制
室
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
一
四 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
並
び
に
関
係
政
令
、 

省
令
及
び
告
示
の
施
行
に
つ
い
て
〔
平
成
二
十
四
年
三
月
文
部
科
学
省
科
学
技
術
・
学
術
政
策
局
原
子
力
安
全
課 

 

放
射
線
規
制
室
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
三
六 

○
放
射
線
源
登
録
制
度
の
対
象
と
な
る
特
定
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て
（
通
知
）
〔
平
成
二
十
四
年
六
月
十
九
日 

 

文
部
科
学
省
科
学
技
術
・
学
術
政
策
局
原
子
力
安
全
課
放
射
線
規
制
室
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
五
七 

○
原
子
力
規
制
委
員
会
へ
の
業
務
移
管
に
伴
う
当
面
の
対
応
に
つ
い
て
（
連
絡
）
〔
平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日 

 

文
部
科
学
省
科
学
技
術
・
学
術
政
策
局
放
射
線
対
策
課
放
射
線
規
制
室
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
五
八 

 

四
．
関
係
法
令 

○
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
〔
抄
〕
〔
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日
法
律
第
四
十
七
号
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
六
九 

○
原
子
力
規
制
庁
組
織
規
則
〔
抄
〕〔
平
成
二
十
四
年
九
月
十
九
日
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
一
号
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
七
二 

○
原
子
力
基
本
法
〔
抄
〕
〔
昭
和
三
十
年
十
二
月
十
九
日
法
律
第
百
八
十
六
号
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
七
五 

○
原
子
力
委
員
会
設
置
法
〔
抄
〕
〔
昭
和
三
十
年
十
二
月
十
九
日
法
律
第
百
八
十
八
号
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
七
六 

○
放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
に
関
す
る
法
律
〔
昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
一
日
法
律
第
百
六
十
二
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
七
七 
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○
核
燃
料
物
質
、
核
原
料
物
質
、
原
子
炉
及
び
放
射
線
の
定
義
に
関
す
る
政
令
〔
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日 

政
令
第
三
百
二
十
五
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
七
八 

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
抄
〕
〔
昭
和
三
十
二
年
十
一
月 

二
十
一
日
政
令
第
三
百
二
十
四
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
七
九 

○
放
射
線
審
議
会
令
〔
昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
一
日
政
令
第
百
三
十
五
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
八
〇 

○
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
〔
抄
〕
〔
昭
和
二
十
六
年
七
月
二
十
八
日
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
八
一 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
〔
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
十
七
日
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
〕 

 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
八
二 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
〔
昭
和
五
十
六
年
五
月 

十
八
日
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
〕 
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
九
三 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示
〔
平
成
二
年
十
二
月
三
日
運
輸
省
告
示 

第
五
百
九
十
五
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
八
九
五 

○
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
〔
抄
〕〔
昭
和
三
十
二
年
八
月
二
十
日
運
輸
省
令
第
三
十
号
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
〇
六 

○
航
空
法
施
行
規
則
〔
抄
〕〔
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
二
二 

○
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示
〔
抄
〕〔
平
成
十
三
年
六
月
二
十
六
日
国
土
交
通
省 

告
示
第
千
九
十
四
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
二
五 

○
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
〔
抄
〕
〔
昭
和
四
十
七
年
九
月
三
十
日
労
働
省
令
第
四
十
一
号
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
三
二 

○
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る 

電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
〔
抄
〕〔
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二
号
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
四
三 
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○
薬
事
法
〔
抄
〕
〔
昭
和
三
十
五
年
八
月
十
日
法
律
第
百
四
十
五
号
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
五
三 

○
建
築
基
準
法
〔
抄
〕〔
昭
和
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日
法
律
第
二
百
一
号
〕  

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
五
四 

○
建
築
基
準
法
施
行
令
〔
抄
〕
〔
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
十
六
日
政
令
第
三
百
三
十
八
号
〕  

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
五
六 

○
住
民
基
本
台
帳
法
〔
抄
〕〔
昭
和
四
十
二
年
七
月
二
十
五
日
法
律
第
八
十
一
号
〕  

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
六
一 

○
放
射
線
を
発
散
さ
せ
て
人
の
生
命
等
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
〔
抄
〕
〔
平
成
十
九
年 

五
月
十
一
日
法
律
第
三
十
八
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
六
二 

○
郵
便
法
〔
抄
〕
〔
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
二
日
法
律
第
百
六
十
五
号
〕
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
六
四 

○
郵
便
法
第
十
二
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
指
定
の
件
〔
抄
〕
〔
昭
和
二
十
二
年 

十
二
月
二
十
九
日
逓
信
省
告
示
第
三
百
八
十
四
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
六
五 

○
小
包
郵
便
物
に
関
す
る
約
定
〔
抄
〕
〔
平
成
七
年
七
月
二
十
八
日
条
約
第
十
五
号
（
外
務
省
）
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
六
六 

○
小
包
郵
便
物
に
関
す
る
約
定
の
施
行
規
則
〔
抄
〕
〔
平
成
七
年
十
二
月
二
十
一
日
郵
政
省
告
示
第
六
百
四
十
四
号
〕  

‥
‥
‥
九
六
七 

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
記
録
の
引
渡
し 

機
関
に
関
す
る
省
令
〔
抄
〕〔
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
文
部
科
学
省
令
第
十
四
号
〕 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
六
八 

 

― 

参
考 

― 

○
放
射
性
同
位
元
素
の
定
義
、
放
射
性
同
位
元
素
及
び
放
射
性
医
薬
品
に
つ
い
て
（
説
明
） 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
六
九 

○
登
録
認
証
等
実
施
機
関
一
覧
表 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
七
一 

 




